
消費生活の安定及び向上に向けた県民提案事業

消費生活シンポジウム in 船橋市

主催 船橋市消費生活シンポジウム実行委員会
千葉県弁護士会
千葉県

共催 日本弁護士連合会
関東弁護士会連合会
船橋市

日時：平成２７年２月７日（土）
午後１時３０分～午後４時３０分

（開場午後１時）
※ 裏面にプログラム有り

場所：きららホール（船橋市民文化創造館）
船橋市本町１－３－１フェイスビル６階

※ 裏面に案内図有り
◎事前予約不要
◎手話通訳有り

訪問販売や電話勧誘による悪質商法、イン
ターネットや携帯電話でのトラブルなど、子
供から高齢者まで、わたしたちの身近には消
費者被害の危険がいっぱいです。
消費者被害に遭わない安全な社会にするた

めに、私たちは何をすればいいか、このシン
ポジウムで一緒に考えてみませんか？

守るのはあなた自身です！

入場
無料



船橋市本町1-3-1
フェイスビル６階

（交通アクセス）
JR・東武線船橋駅
南口徒歩２分 又は

京成船橋駅
東口徒歩２分

会場の御案内

【プログラム】

第１部 報告
・基調講演
・船橋市における消費者被害の実態 etc

第２部 パネルディスカッション
シンポジウム実行委員会委員を中心に、消費者被

害のない船橋市にするための方策について話し合い
ます。

第３部 提言

◎お問合せ先 千葉県弁護士会℡０４３－２２７－８４３１


